
２階フロアをご利用の方は、上記金額に １日８２円（認知症ケア加算） を加えた金額が目安となります。

入 所 利 用 料 金 表 （令和 ６ 年 ４ 月 １ 日以降）

利用料金の計算上、端数処理の関係により若干の変動があります。 （日 額）

介護保険給付 介 護 保 険 給 付 対 象 外 利 用 料
１割負担の料金です （利用者負担第４段階の方の場合）

３ 要介護度
階 自己負担金

居住費 食 費 日用品費 教養娯楽費
合 計

・ 基本型 強化型 基本型 強化型

４ 要介護１ ８５０円 ９３４円 3,742円 3,826円

階 要介護２ ９０４円 1,016円 3,796円 3,908円

フ 多床室 要介護３ ９７４円 1,087円 740円 1,730円 3,866円 3,979円

ロ 要介護４ 1,031円 1,150円 3,923円 4,042円

ア 要介護５ 1,085円 1,206円 朝食380円
190円 232円

3,977円 4,098円

を 要介護１ ７６９円 ８４５円 昼食710円 4,771円 4,847円

ご 特別室 要介護２ ８１８円 ９２６円 （間食含） 4,820円 4,928円

利 又は 要介護３ ８８８円 ９９５円 1,850円 夕食640円 4,890円 4,997円

用 個 室 要介護４ ９４７円 1,056円 4,949円 5,058円

の 要介護５ 1,000円 1,115円 5,002円 5,117円

方 第3段階 （多 床 室）上記自己負担に準ずる 370円 650円～1,360円

の の方（特別室・個室）上記自己負担に準ずる 1,310円 （負担上限）

目 第２段階 （多 床 室）上記自己負担に準ずる 370円 390円

安 の方（特別室・個室）上記自己負担に準ずる 490円 （負担上限）
第１段階 （多 床 室）上記自己負担に準ずる 0円 300円

の方（特別室・個室）上記自己負担に準ずる 490円 （負担上限）

※令和６年８月１日より第２段階から第３段階の方の居住費は1日６０円増額される予定です。

そ 室 特 別 室 4,400円（税込） 理 カット 2,600円

の 料 個 室 3,300円（税込） 美 パーマ 3,700円

他 差 ２階個室 室料差額なし 容 顔剃り 700円

の 額 ４人部屋 室料差額なし 額 毛染め 3,700円

費 ○各種診断書：3,300円 ○左記以外の診断書：1,100円 ○行事費：実費
用 ○以上料金を示したもの以外に利用者からの依頼により購入する日常生活品等は実費を徴収します

高額介護サービス費 （受領委任払い）
〈１ヶ月を通して入所される方が対象です〉

大阪府内の介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）に入所または入院し施設サー
ビスを利用されている方は、事前に施設の同意を得て、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口）へ申請することによ
り、施設に対しては利用者負担上限額（上限額については、高額介護サービス費と同じまでを支払い、その額を超えた
額については、利用者に代わって大阪市が施設に直接支払われます。なお、受領委任払いについては、毎年更新が必要
となりますのでご注意ください。（更新対象者には、更新勧奨のお知らせが各市町村より送付されます。）

【次の３点に該当する方は受領委任払いの対象となりません】
①月途中で入退院または入退所された場合。（月途中の入所・入院において翌月以降も施設を利用する場合は、
翌月以降から受領委任払いを承認します。月途中に退所・退院された場合は、その月の前月までが受領委任払
いの承認月となります。）

②介護老人保健施設において利用者負担額を軽減している場合。（無料低額老人保健施設減免をすることにより
負担が発生しないため。）

③介護保険料の滞納又は未納があり、給付制限に該当している場合。

利用者負担段階区分 限度額

生活保護の受給者等 15,000円（個人）

・老齢福祉年金受給者

世帯全員が ・公的年金等の収入金額と合計所得金額 15,000円（個人）
市町村民税非課税 （※1）の合計が80万円以下の方

24,600円

市町村民税課税世帯で下記に該当しない場合 44,400円

年収約383万円以上約770万円未満 44,400円

現役並み所得相当 年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約1,160万円以上 140,100円

【現役並み所得相当とは】

世帯内の第一号被保険者の課税所得が145万円以上であり、かつ、第一号被保険者が一人のみの場合は年収
383万円以上（世帯内に他の第一号被保険者がいる場合は合計520万円以上）であることをいいます。

（※1）

年金所得及び土地・建物等の譲渡所

得金額に係る特別控除額を差し引い

た金額となります。ただし、令和3年

8月から年金所得及び土地・建物等の

譲渡所得金額に係る特別控除額を差

し引いた合計所得金額に給与所得が

含まれている場合で、所得金額調整

控除に該当するときは、給与所得の

金額に所得金額調整控除の額を加え

て得た額から10万円を控除します。

所得金額調整控除に該当しないとき

は、給与所得の金額から10万円を控

除します。（当該額が0円を下回る場

合は0円）

令和６年1月末時点の厚生労働省からの資料に基づき作成しているため、今後変更される場合があります。



別 紙

各 種 加 算 料 金

初 期 加 算（Ⅰ）（Ⅱ）
入所された日から、３０日間上記料金に １日につき ３３円 を加算します。

ただし、急性期医療を担う医療機関の一般病棟に入院後30日以内に退院して入所した場合、１日につき ６５円 を加算します。

特別食を必要とする入所者や低栄養状態にあると医師が判断した入所者が退所する際に、主治医及び介護支援専門

退所時栄養情報連携加算 員又は医療機関等に管理栄養士が栄養管理に関する情報を提供した場合、1月に1回を限度として、1回につき ７５円

を加算します。ただし、栄養マネジメント強化加算を算定している場合は加算しません。

外泊時は、外泊費 １日につき ３８８円 と該当する居住費をご請求させていただきます。また、入所者に対して居宅におけ

外泊時費用（試行的退所） る外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、外泊費に代えて 1日につき ８５８円 をご請求させていただきます。

ただし、ともに１月に６日間を限度とします。

経口移行加算 経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に多職種が共同で経口移行計画を作成し、継続して経口による食事の摂取を

進めるための特別な栄養管理を行った場合 １日につき ３０円 を請求させていただきます。

経口維持加算 入所者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、継続して経口による食事摂取を進めるための特別な管理を行

った場合に厚生労働大臣が定める基準に従い １月につき ４２９円 又は １０８円 を加算します。（６ヶ月を限度）

口腔衛生管理加算 歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合、１月につき ９７円 又は １１８円 を加算します。

療養食加算 利用者の病状等に応じて医師により疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、

加 胃潰瘍食等を提供した場合 １日につき３回を限度として ７円 を請求させていただきます。

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 入所された日から３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリ専門職員がリハビリテーションを行い、原則として入所時及び

算 加算（Ⅰ） 1月に1回以上ADL等の評価を行った上でその結果等を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見

直した場合は、１日につき ２７７円 を加算します。

料 短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加 入所された日から３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリ専門職員がリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテー

算（Ⅱ） ション加算として、１日につき ２１５円 を加算します。

金 認知症であると医師が判断した利用者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ た場合、入所された日から３ヶ月以内の期間に限り、当該施設基準に掲げる区分に従い、（Ⅰ）１日につき ２５８円 又は、

等 ｮﾝ加算（Ⅰ）（Ⅱ） （Ⅱ）１日につき １２９円 を加算します。

※（Ⅰ）退所後生活する場を訪問して把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成した場合

緊急時治療管理 緊急時治療が必要な場合、１日 ５５６円 を月３日を限度としてご請求します。

かかりつけ医連携薬剤調 入所中に処方する内服薬の減少について、退所時又は退所後１月以内に、主治医に報告した場合、１回を限度として

整加算 １５０円 又は ７５円 あるいは１０８円 又は ２５８円 を加算します。

※ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書 リハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション実施計画

１ 情報加算（Ⅰ）（Ⅱ） 書の内容を見直す等して、適切かつ有効なリハビリテーションを実施するために必要な情報を活用した場合におい

割 て、１月につき ５７円 又は ３６円 を加算します。

負 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、協力医療機関等との間で感

担 高齢者施設等感染対策 染症の発生時等の対応を取り決めるとともに感染症の発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応し、感染対策向

の 向上加算（Ⅰ）（Ⅱ） 上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1

料 回以上参加している場合、又は感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上施設内で実地指導

金 を受けている場合、１月につき １１円 又は ６円 を加算します。

で 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、

す 新興感染症等施設療養費 適切な感染対策を行った上で、介護老人保健施設サービスを行った場合、１月に１回 連続する５日を限度として、

１日につき ２５８円 を加算します。

生産性向上推進体制 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、機器の活用や研修

加算（Ⅰ）（Ⅱ） 等の必要な検討や確認を行い事業年度ごとに業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生

労働省に報告した場合、１月につき １０８円 又は １１円 を加算します。

退所後の療養指導を次のとおり行った場合、４２９円 を加算します。①入所期間が１月を超える利用者に、退所後の

試行的退所時指導加算 療養指導を行った場合（ただし、１回を限度とします。）②入所期間が１月を超えると見込まれる利用者に、ご自宅

等へ試行的に退所いただき、退所後の療養指導を行った場合（ただし、入所中最初に試行的な退所を行った月から

３月の間に限り、１月に１回を限度とします。）

退所時情報提供加算 入所期間が１月を超えた利用者の、退所後に主治医となる医師に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行った
（Ⅰ）（Ⅱ） 場合、５３６円 を、医療機関に入院する場合、２６８円 を１回限りご請求させていただきます。

協力医療機関連携加算 協力機関との間で入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合、１月につき ５４円 又は ６円

を加算します。

在宅復帰・在宅療養支援 居宅介護支援事業者に対して居宅ｻｰﾋﾞｽに必要な情報の提供、退所後の居宅ｻｰﾋﾞｽの利用に関する調整を行った場合、１日 ５５円 を
機能加算（Ⅰ）（Ⅱ） 加算します。（当施設における在宅復帰率等が厚生労働大臣が定める基準を満たした場合のみ）

退所前連携加算 入所期間が１月を超えた利用者が、退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、退所に先立って必要な

情報を提供し、連携して退所後の居宅サービス調整を行った場合、６４４円 又は ４２９円を１回限り請求させていただきます。

訪問看護指示加算 訪問看護ステーションに指示書を作成提出した場合、１回 ３２２円 を、ご請求させていただきます。

夜勤職員配置加算 夜勤を行う看護・介護職員の数が厚生労働大臣が定める施設基準に適合している場合は、１日 ２６円 を加算します。

認知症ケア加算 日常生活に支障をきたす恐れのある症状や行動があり、認知症専門棟にて介護が必要とされる場合、１日 ８２円 を加算します。



厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者の場合、ターミナルケア加算として、死亡日以前31日以上45日以下については、

ターミナルケア加算 １日につき ８６円、死亡日以前４日以上３０日以下については、１日につき １７２円、死亡日の前日及び前々 日については、１日につき

８７９円、死亡日については、１日につき １，７６９円を加算します。

認知症専門ケア加算 厚生労働大臣が定める基準に適合した場合、日常生活に支障をきたす恐れのある症状や行動があるため、介護を必要とす

る利用者に認知症ケアを提供した場合、１日 ４円 又は ５円 を加算します。

認知症チームケア推進 厚生労働大臣が定める基準に適合した場合、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等

加算（Ⅰ）（Ⅱ） に資するチームケアを提供した場合、１月につき １６１円 又は １２９円 を加算します。

サービス提供体制強化 介護福祉士の占める割合、又は常勤職員の占める割合、或いは一定の勤続年数を有する職員の占める割合等、厚生
加算 労働大臣が定める基準に適合した場合、１日 ２４円 又は ２０円 或いは ７円 を加算します。

入所前後訪問指導加算 入所期間が１月を超えると見込まれ、入所予定日前３０日以内又は入所後７日以内に居宅に訪問し退所に向けた施

設サービス計画の策定等を行った場合、入所中１回に限り ４８３円 又は ５１５円 を加算します。

所定疾患施設療養費 医師が肺炎等と診断し、投薬、注射、処置等を行った場合、１月に１０日間を限度として １日 ２５７円 又は ５１５円を加算します。

自立支援促進加算医師が入所者ごとの自立支援に係る医学的評価を入所時及び６ヶ月に１回程度行い、自立支援計画等を

自立支援促進加算 多職種で共同で策定及び３ヶ月に１回以上当該計画の見直しを行ってケアを実施し、医学的評価の結果等の情報を厚生労

働省に提出し必要な情報を活用した場合、１月につき ３２２円 を加算します。

認知症行動・心理症状緊急 認知症の行動や心理症状があり、在宅での生活が困難で緊急に入所した場合、７日間を限度として、１日につき
対応加算 ２１５円 を加算します。

地域連携診療計画情報 地域連携診療計画管理病院等が地域連携診療計画等に基づいて作成した診療計画に基づき施設サービス等を提供し、
提供加算 診療情報提供書等を地域連携診療計画管理病院等へ提供した場合、１回を限度として ３２２円 を加算します。

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号）第十三条第五項及び第六項又は第四

身体拘束廃止未実施減算 十三条第七項及び第八項に規定する基準に適合していない場合、所定単位数の 100分の10 に相当する単位数を所定単位数から減算し

ます。

安全管理体制未実施減算 別に厚生労働大臣が定める基準に適合していない場合、１日につき ６円 を所定単位数から減算します。

高齢者虐待防止措置 虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の

未実施減算 整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合は、所定単位数の １００分の１ に相当する単位数を

所定単位数から減算します。

業務継続計画未策定減算 感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供が提供できる体制を構築するための事業継続計画が策定されていな

い場合は、所定単位数の １００分の１ に相当する単位数を所定単位数から減算します。

栄養士・管理栄養士の 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号）第二条に定める栄養士又は管
配置基準を満たさない 理栄養士の員数を置いていない場合、 １日につき １５円 を所定単位数から減算します。
場合の減算

当施設を退所した後、病院又は診療所に入院した場合であって、再度当施設に入所する際に栄養管理退所前と大き

再入所時栄養連携加算 く異なるため、管理栄養士が病院又は診療所の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を策定した場合、１回を限度とし

て ２１５円 を加算します。

栄養マネジメント強化 別に厚生労働大臣の定める基準に適合し、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に、１日につき

加算 １２円 を加算します。

褥瘡マネジメント加算 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に、１月につき ４円 又は

１４円 を加算します。

排泄に介護を必要とする利用者に適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込める場合、排泄に

排泄支援加算 介護を要する原因を分析し支援計画を作成して、支援を継続して実施した場合、１月につき １１円 又は １６円 或いは ２２円 を加

算します。ただし、６ヶ月を限度とします。

科学的介護推進体制加算 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況など心身の状況等に係る基本情報や疾病、服薬の状況等を厚生労働

省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直し必要な情報を活用した場合、１月につき ４３円 又は ６５円 加算します。

安全対策体制加算 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整備

している場合、入所初日に限り ２２円 加算します。

介護職員処遇改善 厚生労働大臣が定める基準に適合した場合、介護老人保健施設サービス費の単位数の1000分の75に相当する単位

加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ） 数 又は 1000分の71に相当する単位数 又は 1000分の54 又は 1000分の44に相当する単位数 を所定単位
【令和６年６月１日～】 数に加算します。


